
　守谷市においては，平成17年度から，行政評価により明らかにした施策相互の優先度合いに基づ

き，財源を施策ごとに配分する「施策別枠配分方式」により，予算編成を行っています。

　以下に，守谷市における予算編成の流れを示します。

各部長を交えた予算編成調整会議で，配分額に収まらな
かった施策を中心に，施策内の事務事業の必要性・内容

市長が「守谷市経営方針」に基づき，予算編成方針を示します。
編成方針の中で，一般財源が施策別に配分されます。

施策主管課長が中心となり，各施策内で事務事業に対する配分
額の調整を行い，要求額を決定します。
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